
若者支援の取り組みの年次別一覧 
 

     年度 

取り組み 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度以降 

池之上青少年会館 
・青年文化祭、ダンスフェスティ

バル SETAGAYA、小学生・
中高生講座 等 

・(仮称)池之上青少年交流センターに改称 
・設置条例は存続させたまま、子ども部へ

所管変更 
・児童館との一体的な運用により、(仮称
世田谷ユースリーダー事業のプログラ

ムを実施 
・青少年事業のあり方の検討 

・２６年度の取り組みを踏まえた

機能拡充 
・(仮称)世田谷区青少年交流セン
ター条例に基づく事業実施 
・(仮称)世田谷ユースリーダー事
業により育成した青少年の地

域行事参加 

・(仮称)世田谷ユースリー
ダー養成を目的とした

児童館との一体的な運

営の強化 

青年の家 

・青年の家こども祭り、小学生の

ための陶芸教室 
・宿泊事業は、平成２３年度以降

休止 
 
・プロポーザルによる運営事業者

選定の実施 
 （現行は、業務委託による施設

維持管理） 

・(仮称)野毛青少年交流センターに改称 
・設置条例は存続させたまま、子ども部へ

所管変更 
・児童館との一体的な運用により、(仮称)
世田谷ユースリーダー事業のプログラ

ムを実施 
・青少年事業のあり方の検討 
・運営事業者（宿泊事業を除く）により、

有識者・地域・大学等、青少年等の意見

集約し、事業運営を検討 

・２６年度の取り組みを踏まえた

機能拡充 
・(仮称)世田谷区青少年交流セン
ター条例に基づく事業実施 
・(仮称)世田谷ユースリーダー事
業により育成した青少年の地

域行事参加 

・(仮称)世田谷ユースリー
ダー養成を目的とした

児童館との一体的な運

営の強化 

(仮称)若者総合支
援センター 

・機能検討、関連事業との調整、

庁内連携・情報共有のしくみの

構築 
・プロポーザルによる運営事業者

選定 

・４月～事業者による庁内含めた関係機関

職員への研修の実施、シンポジウ

ムの開催、開設準備、支援ネット

ワークの構築  
・９月～センター開設 
・相談機能、居場所機能、家族支援及びセ

ミナー等の開始 

・通年開設 
・事業の充実 

・通年開設 
・事業の充実 

 

別紙３ 


